東北関東大震災支援対策の概要（４月５日現在）
１．人的支援対策

　①胆振総合振興局及び胆振管内市町職員とともに安平町職員１名を宮城県山元町へ派遣してい

ます。派遣期間は４月１日（金）から４月９日（土）までとなっています。主な業務は、避

難所での夜間対応です。

②人的支援については、今後も職員派遣の要請があることから、安平町として１班３名体制で

１週間の派遣を想定し、最大限３班編成する方向で準備を進めています。
２．被災者受け入れ対策

①被災された方が公営住宅等に入居した場合、敷金及び入居後３カ月分の家賃を免除します。

　　入居可能な施設は下記のとおりです。

　　　北町改良公営住宅　　２戸

　　　おためし暮らし住宅　１戸

　　　スポーツ合宿所　　　８室

　　　職員住宅　　　　　　１戸　※修繕後の入居となります。

教員住宅　　　　　　２戸　※修繕予定。
　②被災した園児や児童が町内の保育園や小学校等に転入した場合、入園料や３カ月分の保育料、

給食費を免除します。
③その他、利用可能な民間の社宅や仮設住宅を建設することができる町有地について調査済み

です。

３．安平町（行政）の被災地等への独自支援対策等

　①関連企業所在地域への支援として、町内立地している事業所の本支社が多い宮城県に対し300万円、社台グループのトレーニングセンターがある同県山元町に対し100万円を寄附しました。これらの寄附は被災地の災害復旧や復興事業に役立てられます。
　②町長及び議長が、３月30日に町内の被災地関連企業（７社）へお見舞い訪問しました。

４．災害義援金等
　①安平町、社会福祉協議会、日本赤十字社安平町分区、共同募金会安平町分会４者共同により町内全戸に訪問（※3/22にチラシを全戸配布：募集期間3/25～4/30）
②その他、募金箱の設置や追分高校の生徒による募金活動が実施（3/18･3/22･3/24）
５．救援物資の輸送

　①安平町では、今回の災害に対し町内業者から購入した毛布及び備蓄していた毛布（計150枚）や缶詰などの物資を３月23日に北海道及び自衛隊と連携し被災地へ輸送しました。
②生活用水については、20リットルの専用ポリタンクに水を入れ、３月19日に北海道を通じ
被災地に輸送（20ℓ×100ケ＝2,000ℓ分）しました。
　
